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    遺伝子組み換え 食品問題の背景とテクノロジー・アセスメント 

1 9 9 3 年の GATT ウルグライ・ラウンドに 盛り込まれたバイオテクノロジ 一成果物の知的所有権 保 
護を本格的な 皮切りとして、 1 9 9 0 年半ばから後半にかけて 遺伝子組み換え ( 以下 GM) 技術の農業・ 食料 
分野におけるグローバル な 市場占有化が 始まった。 除草剤や害虫に 対して耐性のあ る遺伝子を組み 込んだ大 
豆・トウモロコシ ( ラウンドアップ・レディニモンサント、 ノックアウト ニツ バルチス ) などが、 多国籍企業 
によって市場に 送り出された 結果、 北米大陸では 2 5 一 50%[1] にわたる作付面積で GM 農業が行われ、 こ 

の勢いは欧州大陸にも 広がりつつあ る。 
欧州委員会では、 この農業食料分野での 競争力を意識して、 1990 年にすでに、 「生命科学分野での 知 

的財産保護」・「遺伝子組み 換え作物 WMMO) の市場流通と 自由化」といった 委員会指令を 出しており、 欧州域 
の独自技術開発の 促進と市場の 確保を目指していた。 ところが、 同時期に始まった 英国における 動物クローン 

実験と狂牛病 BSE-voD の多発、 米国での モ ンサント系生物特許係争の 増加、 GM 作付け農場での 生態環境の 
破壊などが報告されるにつけ、 一般社会の GM 食品に対する 警戒心は増加の 一途をたどった。 

このような科学技術がかかわる 問題に関して 評価を行うテクノロジー・アセスメント (TA) は社会制 

度 として 1970 年代に始まった。 特に 1990 年前後欧州各国でほ、 米国議会の TA 機関であ る OTA の影響を ぅけ 、 
議会の下で TA 活動を行う議会テクノロジー・アセスメント ( 以下議会 TA) 機関が相次いで 設立され現在活発 

に 活動している [2][3][4] 。 これら各国議会 TA は前述の問題意識の 高まりを受け・ GMO に関しても TA を実施 
している。 

本報告でほ、 この GM 食品に対する 市場・一般市民の 反応が高まりを 見せた 1990 年代後半の欧州諸国 
における、 主要各国の議会 TA の対応の様子に 焦点を当て、 科学技術の研究開発における 議会 TA の果たす役割 
を検討する。 

2. 各国 TA の問題意識・ 手法・成果の 特徴 
現在、 欧州域内には 欧州議会の下で 科学技術アセスメントを 行う STOA (Scientific‖ndゝechnological 

OptionsAssessment) という TA プロバラムが 施行されている。 これに平行して・ 欧州主要 1 4 カ国の議会 TA 
機関を連携させたネットワーク EPTA (EuropeanParliamentaryTechnology 忠 sessment) が形成されている。 この 

EPTA の枠内にあ る、 欧州主要各国の 行った GMO 問題に関する TA を表 1 に列挙する。 

表 Ⅰ 欧州各国議会 TA 機関に よ る GMO に関する TA 

    尭 の   

これからわかるよさに、 GMO に関する TA は 1998-2001 年に集中している。 これは EU/EC レベルでの行政 通 

達 が先行していくつか 出されていることに 対応している。 特に、 1990 年の EC 委員会による「 GMO の市場流通と 自由化 
に関する指令 (90/220/EC) 」に対する各国の 批判が著しく、 折りしも、 先述のような GMO への警戒が表出したことによっ 
て 、 これに対して 各国で独自に GMO に関して TA が行われるにいたった。 その内容は各国独自の 文脈の影響を 受け、 

多様なものとなっている。 
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ここでは、 各国の議会 TA の GMO に関する TA 報告書をもとにして、 各国の議会 TA の特徴を分析した。 分析 

にあ たり、 ①各国が GMO についてどのような 問題の意識をもっているのか、 ②どのような TA の手法を用いているのか、 
③ TA の結論はどのような 形で示されているか、 ほ ついて分類を 行った。 これらの間の 関係について 図 1 に示す。 またそ 

の手法と結論の 具体的内容をまとめたものを 表 2 に示す。 
図 1 の上部には各国の①問題意識であ る TA のタイトルを 記した。 これに対して 図の中段には② TA において 実 

際に取られ手法を、 下段には③結論の 性格を示す。 矢印は各国の 問題意識から 手法そして結論への 流れを表す。 
これからわかるよ う に、 欧州議会による STOA プロバラムは R&D 政策を視野に 入れたアセスメント、 特に手法に 

関しては調査分析・ 専門家の間の 意見聴取に重点を 置き、 最終的な結論としては 政策提言を志向しているのに 対して、 
各国 TA はこれらの組み 合わせによって、 手法・結論の 方向性ともに 幅広い多様性をもっている。 

図 Ⅰ 各国の GMO に関する TA での問題意識・ 手法・結論の 関係 

ではあ まり例のない、 メディア分析 
TV ノラジオ報道の 且的・ T 的分析 ) 

公聴会・報告言提案の 結果として， 36 項目の政策提案の 議会 提 

文献調査・インタビュー・ケーススタディ ( 害虫に対して 抵 
抗力のあ る作物・ Btmaize の許認可プロセス ) 
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目的でさまざまな 調査を実施。 

害 関係者と 300 人以上の主に 海外からの聴衆を 含む ) 
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3. EPTA 内での TA の多様性の意味 

GMO 問題ひとつに 限っても、 欧州域内でこのようなテーマ 選択・問題定義・ 手法などにこのような 多 
様 性が見られるのには、 次のような意味が 考えられる。 

ひとつは、 それぞれの国の 大きさ ( 経済規模、 科学技術産業活動の 質・量 ) に応じて・アセスメントが 

対象とする消費者・ 市場の大きさが 異なるためと 考えられる。 この点でみると、 デンマー タや オランダのよ う 

な 比較白 9 小さな国でコンセンサス 会議や ConstructiveTA などの実験的なアセスメント 手法が試される 傾向があ 

り 、 英・仏・独などそれ 以外の中規模 国 では、 互いに補完しるうような 機能を持つ手法を 組み合わせて TA を 

実施している。 

誰が TA のプロバラムを 作るのかという 点も重要であ ると考えられる。 多くの議会 TA 機関は、 国会議 
員からなる委員会がプロバラムを 承認、 している。 そのためプロバラムの 内容に議員の 問題意識・情報ニーズが 

反映すると考えられ ( 脚注参照 ) 、 国内レベルでのそのような 政治文化や公共政策のあ り方の違い な 反映して、 
TA そのものに付託される 機能・役割や 市民の関与度などに 差異が生じる。 

また図 1 に見たよ う に、 TA を施しても情報提供ほどにしか 機能しない場合もあ れば、 国民レベルでの 

合意形成につながるものもあ る。 このような各国ごとに 異なる TA の特徴の詳論は 別の機会に譲り、 以下では 

欧州規模の技術政策への 影響という観点から 見た、 独仏 TA による GM 技術政策への 提言を取り上げその 影響 
を分析する。 

4. 独仏 TA に見られる GM 技術政策への 影響 
先述したように EC 指令 (90/220 但 C) は、 GMO の市場流通に 対して先鞭をつけたが、 これによって 激化 

する GM 技術開発のコントロールが 懸念されている。 EU 但 C の技術政策においては、 遺伝子組み換え 技術と産 

業育成に関して 次のような、 各種産業を横断的にまたがる 水平的なものと、 特定分野の進展度合いを 深めてい 
くものに対応する 垂直的なものとがあ る、 と認識されている ( 表 3)0 

表 3GMO[ こ 関する欧州委員会指令 [61 
そこで、 仏・独を比較 例 として、 この 

二国が GMO 問題を申心として、 生命科学に対 
してどのような 反応をしてきたかを 表 4 表 5 に 

見る。 太字が今回扱った TA であ る。 

これから判るように、 仏の今回の TA 

は 分析・報告・ 政策オプションの 点で総括的 
であ りながらも、 過去の生命・ゲノム 科学の 
案件とは重なりが 少ないように 設定されその 

成果を導き出しているのに 対して・独の TA は 

過去幾度か取り 上げたテーマの 重複を許した 
上 で、 今回の TA 主題につながっている、 と見 

てよ 呵 5][6] 。 

4.1  フランス OPECST による GMO アセスメントの 示唆 

上述したようにフランス OPECST による TA は包括的   総合的なものであ り、 その報告書の 構成は次の 

とおりであ る [5]0 

俺 」 綴 ，遺伝 ヂ 組み換 ズ 作物 は 経済発展・経済競争の 基本的課題であ る 俺 -r 綴 ，遺伝 ヂ 組み換 ズ 作物 

仁よフて 引き起こされる 開題京男工 綴 ，科学友 術 研究の必要 推桶 四 %, 消費者 に どのように 伝ズる 

か理五 % 三結論 一 遺伝チ組み喚ぶ 作物利用 に際 する 36 項目の勧告何 %, 農業食料における G ℡技 

術利刀に関する 市民会議 
これを受けて 先述のように、 36 項目の政策提言がなされている。 この中で、 技術政策に影響のあ る具体的な提 

言を以下に記す。 
玉 トクモロコシ Bt7 乃 レヴァルチス ノ の認可 コ 998 年 EU 委員会による 三 小麦 種 系の認可に対するフランスの 棄 

権 妻男巫，公的研究機関における 俺 Ⅳ技術利用 に よる環境 ソ スクノ研究の 専 F@7 案増強ユ % Ⅳ技術利用 に よる 

公衆安全 ソ スクノ研究の 専門家増強 丘 ，遺伝 テ 操作植物に関するフランスの 立場の強化 旦 ，薬剤食料における 遺 
伝 デ 組み換え偉物および 新倉拐の潜在的リスクに コ いて直ス的にアド ノド イザー となウ うる科学的部用の 創設。 この 

機関 は三フの諾仰 機関 / 世界 像健 機構 ル笘 0 ・世界農業食料機構み 0 . 世界貿易機構Ⅰ WU ノを サポートし． 1990 

年 以来の案件 仁 関して メン ノド一国間の 相互 含 ，意を尊重する 乙ツ 998 年 に トクモロコシ 脇の蒔かれた 農業区画およ 

ぴ家内貿母の 何 定 。 互 ，蛾の分布調査をう ケた 研究プロトコルのサポートと 他の厚 空だ 対するトウモロコシの 耐性 

効果の研究・ ト クモロコシ 挽仁 関係する土中微生物の 方 布 変化・食用植物相における 折金遺伝子の 種 蒔 調査 25. 
タチ生物工学委員会・ 市民委員会．生物 偉報 監視委員会 は 将来において 競争力を保障する 必要がなりこと．金物 億 

報 監視委員会 は 輸スまたは農耕作物 仁 対する議論を 起こす 必宴 がなりこととする。 
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Sf ， fi@ B 
19/12/2001 
05/06/2001 

23/02/2000 
13/10/1999 
30/06/1998 
19/02/1997 
20/05/1992 
04/027   992 

表 4  フランス OPECST による生命・ゲノム 科学 TA 一覧 
TA のテーマ 
生物の特許化 ( 抄録・全文 ) 
刑事司法部門における 法的立場から 見た遺伝子技術の 科学的価値 ( 抄録全文 ) 
三 5 細胞の医療利用、 クローニンバ ，細胞医療 ( 抄録，全文 ) 
ゲノム科学と 生物情報学 : 医療と医薬産業への 影響 ( 抄録・全文 ) 
丑 佳子生物学とその 利用について : 葮圭と 食料における GMo 間短 ( 抄録・全文   
非食料目的の 農業生産の発展に 関する概括 ( 抄録 ) 
生物多様性と 自然界遺伝子の 保存について ( 抄録 ) 
生物学と基本的人権 についてリランスにおける 無秩序と法規制 低 ( 抄録 ) 

表 5  ドイツ TAB による生命・ゲノム 科学 TA 一覧 
年月日 け A のテーマ 

02/2002 l 遺伝子生化学的同定システム ( 事実経過報告 ) 

04/2000 
03/2000 
1 2/1 999 
04/ Ⅰ 998 
04/ Ⅰ 996 
05/1 995 
05/1 994 
08/ Ⅰ 993 
09/ Ⅰ 993 
0 Ⅰ / Ⅰ 992   

リスク 辞価と リスク確知一軒佳子組み 換え作物のモニタリンバ ( 事実在 迂 報告 ) 
遺伝子医療診断の 現状と展望 ( 事実経過報告 ) 
動物のウローン ( 最終報告 ) 

遺伝子組み換え 作物にたいする 反対意見 ( 事実経過報告 ) 

遺伝子工学、 生物飼育、 生物多様性 ( 最終報告 ) 
遺伝子治療 ( 事実経過報告 ) 

開発途上国に 対する現代生物工学の 効果と将来の 開発協力の動向 ( 最終報告 ) 
遺伝子治療 一 遺伝子治療法における 自然科学的および 医学的問題解決の 現状と展望 ( 事実経過報告 

遺伝子技術利用における 生物学的安全 ( 最終報告 ) 

遺伝子分析 ( 最終報告 ) 

遺伝子技術の 利用における 生物学的安全 ( 中間報告 ) 

  

4.2  ドイツ TAB による GMO アセスメントの 技術政策への 示唆 

これに比して、 技術政策への 直接的かつより 強制力のあ る具体的な実行対応策を 打ち出しているのが 独 

T 』比の例であ る [6] 。 この TAB のモニタリンバ 案では、 植物性 GM 作物の流通経路を 監視・管理するフェイ ズ 
を三期に分けている。 第一期として、 遺伝子組み換え 技術による GM 作物研究の主体となっているロベルト・ 
コッホ研究所 RKI (RobertKochInstitut) が実験室レベルでの 試験・検査をし、 GM の技術・利用情報が 調べ ろ 

れる。 

次に第二期として、 Ⅲ釘を中心として GM 作物の流通・ 試験機関となっている 多数の下部機構 (BBA 
独 生命工学 州 経済 庁 、 DBA 独 環境庁等 ) をネットワークとしてくみ 上げ、 このネットワーク 内での GMO 流出 

入による環境影響をテストする 実証試験・モニタリンバが 行われ、 ここでは監視情報と 技術情報の相関・ 法的 
条件などが調べられる。 こののち、 国内市場規模での 流通をモニタリンバする 第三フェイ ズ がおこなわれる。 
最後に、 ドイツ国内の GMO 物質を総合的に 管理・モニタリンバする 機関が GM 植物遺伝子中央データバンタ 

であ り、 これに、 RKH を含む複数の 遺伝子技術研究機関 (BMBF, 州政府等 ) が参加する。 

5. 結論 

以上見てきたように、 EPTA 加盟国における TA の多様性の裏 面には、 研究開発計画の 策定や評価だけ 
ほ とどまらず、 公共政策としての 科学技術の調整という 側面が強くあ り、 この点を各国が 様々に工夫を 凝らし 
て、 TA そのものの理論と 実践が発展していっている。 独仏の例は、 こうした各国の 事情を踏まえ、 GM 技術研 
究開発をコントロール し 、 欧州レベルでの 科学技術政策調和に 影響を与える 可能性のあ る総合政策・ 市場モニ 
タリングとリスク 管理 策 をそれぞれ打ち 出しているものと 理解できよう。 

脚注 : この点でみると、 イギリスの POST の場合などはメディアの 役割という非常に 個別専門 白 りな問題意識の 
もとで TA が行われている。 このような POST の個別専門的な 問題定義は、 独特のものであ り、 このことには 
議員の問題意識の 特徴が反映しているという [7]0 
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